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１  計 画 の 概 要 

 
１  背 景 と 目 的  

近 年 、地 域 に お け る 人 口 及 び 世 帯 数 の 減 少 な ど を 原 因 と し て 、空
家 が 増 加 し て い ま す 。  

こ の う ち 、適 正 な 管 理 が 行 わ れ な い ま ま 放 置 さ れ て い る 状 態 の 空
家 は 、防 災・防 犯・安 全・環 境・景 観 の 阻 害 等 多 岐 に わ た る 問 題 を
生 じ さ せ 、ひ い て は 地 域 住 民 の 生 活 環 境 に 悪 影 響 を 及 ぼ し て い る も
の が あ り ま す 。今 後 、空 家 の 数 は 増 加 す る こ と が 予 想 さ れ 問 題 は 一
層 深 刻 化 す る こ と が 懸 念 さ れ ま す 。  

こ れ ら の 影 響 か ら 平 成 27 年 5 月 に 「 空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る
特 別 措 置 法 」（ 以 下 、「 法 律 」 と い う 。） が 施 行 さ れ ま し た 。  

法 律 で は 、第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、市 町 村 は 、空 家 等 対 策 計 画 の 作
成 及 び こ れ に 基 づ く 空 家 等 に 関 す る 対 策 の 実 施 そ の 他 の 空 家 等 に
関 す る 必 要 な 措 置 を 適 切 に 講 ず る よ う 努 め る こ と と し 、ま た 、法 律
第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り「 市 町 村 は そ の 区 域 内 で 空 家 等 に 関 す る
対 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 実 施 す る た め 、基 本 指 針（ 空 家 等 に 関 す
る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 実 施 す る た め の 基 本 的 な 指 針 （ 平 成
27 年 2 月 26 日 総 務 省 ・ 国 土 交 通 省 告 示 第 １ 号 ）） に 即 し て 、 空 家
等 に 関 す る 対 策 に つ い て の 計 画（ 以 下「 空 家 等 対 策 計 画 」と い う 。）
を 定 め る こ と が で き る と さ れ て い ま す 。  

こ の よ う な 背 景 を 踏 ま え 、将 来 的 に 増 加 が 予 想 さ れ る 空 家 等 に 関
す る 対 策 の 実 施 を 図 る こ と を 目 的 に 、本 市 に お け る 総 合 的 か つ 計 画
的 な 空 家 等 の 対 策 に つ い て 定 め る も の で す 。  

 
２  計 画 の 位 置 づ け  

「 富 津 市 空 家 等 対 策 計 画 」（ 以 下「 本 計 画 」と い う 。）は 、法 律 に
基 づ く と と も に 、基 本 方 針 に 即 す る も の と し 、ま た 、「 富 津 市 み ら い
構 想（ 令 和 ４ 年 施 行 予 定 ）等 の 本 市 の 計 画 と の 整 合 を 図 り 、本 計 画 を
推 進 し て い き ま す 。  

 
３  計 画 の 期 間  

本 計 画 の 計 画 期 間 は 、令 和 ４ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で の ５ 年 間 と し
ま す 。  

た だ し 、社 会 情 勢 の 変 化 、各 種 施 策 の 成 果 や 本 市 の 空 家 の 状 況 等 に
よ り 、 必 要 が あ る 場 合 は 、 適 宜 計 画 の 見 直 し を 行 い ま す 。  
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２  空 家 の 現 状と 課 題 

 
１  空 家 の 現 状  

１ ʷ １  住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 に よ る 空 家 の 現 状  
（ １ ） 空 家 数 ・ 空 家 率 の 推 移  

住 宅・土 地 統 計 調 査 結 果 に よ る と 、本 市 の 空 家 数 は ほ ぼ 横 ば い
と な っ て い ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 資 料  住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 （ 総 務 省 統 計 局 ）  

 

空 家 率 に つ い て は 、全 国 で は 増 加 傾 向 で あ り ま す が 、千 葉 県 は
横 ば い と な っ て お り 、本 市 に お い て は 、増 加 傾 向 で あ り ま す が 平
成 ２ ５ 年 か ら 平 成 ３ ０ 年 に か け て は １ ． ２ ％ 減 少 し て い ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 資 料  住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 （ 総 務 省 統 計 局 ）  
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（ ２ ） 空 家 の 種 類  
空 家 の 種 類 に つ い て は 、 そ の 他 の 住 宅 が 最 も 多 く ６ 割 を 占 め 、

次 い で 賃 貸 用 住 宅 が 約 ２ 割 と な っ て い ま す 。  
ま た 、 建 て 方 別 で は 、 戸 建 て が ７ 割 を 超 え て い ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 資 料  平 成 30 年 住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 の 数 値 （ 総 務 省 統 計 局 ）  
 
※  住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 に お け る 空 家 の 種 類  

区 分 内 容 

二次的住宅 
別 荘 

週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅でふ
だんは人が住んでいない住宅 

その他 
ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まり
するなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用住宅 新規・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 
売却用住宅 新規・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅 

上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば転勤・入院などのため
居住世帯が⾧期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取
り壊すことになっている住宅など 
（注：空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 

 
※  住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 に お け る 住 宅 の 建 て 方  

区 分 内 容 
一戸建 一つの建物が１住宅であるもの 

⾧屋建など 

⾧屋建 
二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通し、
それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの 
いわゆる「テラスハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる。 

共同住宅 
一棟の中に二つ以上の住宅があり、廊下・階段などを共用している
ものや二つ以上の住宅を重ねたもの 
１階が店舗で、２階以上に二つ以上の住宅がある建物も含む。 

その他 
上記のどれにも当てはまらないもの 
例えば、工場や事務所などの一部に住宅がある場合 

※ 資 料  平 成 30 年 住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 （ 総 務 省 統 計 局 ）  
 

※  住 宅・土 地 統 計 調 査 は 、総 務 省 が ５ 年 ご と に 行 っ て い る 調 査 で 、住 宅 と そ こ
に 居 住 す る 世 帯 の 居 住 状 況 等 の 実 態 を 抽 出 調 査 に よ る 推 計 値 で 示 し た も の  

空 家 の 種 類  空 家 の 建 て 方  
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１ ʷ ２  空 家 実 態 調 査 結 果  
（ １ ） 調 査 概 要  

〇 調 査 年 度 ： 平 成 ２ ９ 年 度 か ら 平 成 ３ ０ 年 度  
〇 対 象 地 域 ： 市 内 全 域  
〇 調 査 対 象 ： １ ， ２ ５ ３ 件  
      水 道 の 使 用 履 歴 の 情 報  1,186 件  
      市 民 か ら の 情 報 提 供    90 件  
〇 調 査 方 法 ： 外 観 目 視 に よ る 現 地 調 査  
 

（ ２ ） 空 家 数  
調 査 の 結 果 で は 、空 家 と 推 定 さ れ る ４ １ ３ 件 の 建 築 物 が 確 認 さ

れ て い ま す 。  
地 区 別 で は 、大 貫 地 区 が 最 も 多 く ８ ３ 件 で あ り 、次 い で 富 津 地

区 が ７ ４ 件 と な っ て い ま す 。  
大 字 別 で は 、富 津 地 区 の「 富 津 」で ６ ６ 件 、次 い で 大 貫 地 区 の

「 千 種 新 田 」が ４ ０ 件 、湊 地 区 の「 湊 」が ３ ４ 件 の 順 と な っ て い
ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

空 家 数  

0～ 30 

30～ 60 

60～    

空 家 数  
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大 字 別 空 家 数  

上 位 ３ 位 の 大 字  
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（ ３ ） 腐 朽 ・ 破 損 が あ る 空 家  
腐 朽・破 損 が あ る 空 家（ 主 要 な 構 造 部 分 等 に 不 具 合 が あ る も の 。）

は 、 空 家 総 数 に 対 し て ３ ４ ． ９ ％ の １ ４ ４ 件 と な っ て い ま す 。  
地 区 別 に み る と 、富 津 地 区 で ３ １ 件 、次 い で 大 貫 地 区 が ２ ４ 件

と な っ て い ま す 。  
大 字 別 で は 、富 津 地 区 の「 富 津 」で ３ １ 件 、次 い で 同 じ く 富 津

地 区 の「 大 堀 」が １ ２ 件 、大 貫 地 区 の「 小 久 保 」が １ １ 件 の 順 と
な っ て い ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

腐 朽 ・ 破 損 が あ る 空 家 数  

腐朽・破損がある空家数 

0～ 10 

10～ 20 

20～    
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２  本 市 に お け る 課 題  

本 市 の 人 口 は 、下 図 の と お り 、今 後 は 人 口 の 減 少 す る こ と が 予 想 さ
れ 、空 家 に つ い て も 益 々 増 加 す る こ と が 見 込 ま れ ま す 。市 内 各 空 家 の
個 別 の 状 況 や 分 布 状 況 等 を 十 分 に 把 握 し た う え で 、そ れ に 応 じ た 対 策
を 検 討 ・ 実 施 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  
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３  空 家 等 対 策の 基 本 方針 及 び 具 体的 な 取 組 

 
１  空 家 対 策 の 基 本 的 な 考 え  

「 空 家 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者 は 、周 囲 の 生 活 環 境 に 悪 影 響 を 及 ぼ さ
な い よ う 、空 家 等 の 適 切 な 管 理 に 努 め る も の と す る 」と 法 に 規 定 さ れ
て お り 、空 家 等 は 所 有 者 等 自 ら が 適 切 に 管 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い
と い う こ と を 明 確 に す る も の で す 。  

民 法 で は 、所 有 し て い る 建 物 が 原 因 で 他 人 に 損 害 を 及 ぼ し た 場 合 に 、
所 有 者 に 過 失 が あ れ ば 、不 法 行 為 に 基 づ く 損 害 賠 償 責 任 を 負 う こ と に
な り 、過 失 が な か っ た と し て も 、一 定 の 場 合 に は 工 作 物 責 任 と し て 損
害 賠 償 を 負 う こ と に な り ま す 。  

し か し 、所 有 者 自 身 が 空 家 等 を 放 置 し 、危 険 性 や 周 辺 住 民 の 生 活 環
境 に 悪 影 響 を 及 ぼ し て い る 、ま た 及 ぼ す 恐 れ が あ る こ と を 認 識 し て い
な い た め 、 適 正 な 管 理 が 行 わ れ て い な い も の が 多 く み ら れ ま す 。  

こ の た め 、法 の 目 的 に も 規 定 さ れ る 、地 域 住 民 の 生 命 、身 体 又 は 財
産 を 保 護 す る と と も に 、そ の 生 活 環 境 の 保 全 を 図 る た め 、空 家 対 策 に
取 り 組 み ま す 。  

 
２  空 家 対 策 の 取 組 方 針 及 び 具 体 的 な 取 組  

以 下 、 ４ つ の 基 本 的 な 方 針 に 基 づ き 、 空 家 対 策 に 取 り 組 み ま す 。  
 
２ ʷ １  空 家 等 の 実 態 把 握  

（ １ ） 空 家 等 の 所 在 の 把 握  
市 内 の 空 家 等 の 所 在 を 把 握 す る た め の 調 査 を 定 期 的 に 行 う と

と も に 、市 民・各 自 治 会 か ら の 空 家 等 の 相 談・情 報 提 供 に 基 づ き 、
各 自 治 会 と 連 携 し 、市 内 の 空 家 等 の 所 在 を 把 握 す る た め の 調 査 を
行 い ま す 。  

 
（ ２ ） 空 家 等 の 所 有 者 等 の 把 握  

登 記 情 報 、固 定 資 産 税 情 報 、住 民 票・戸 籍 情 報 を 活 用 し 、空 家
等 の 所 有 者 ・ 管 理 者 等 の 把 握 に 努 め ま す 。  
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（ ３ ） 空 家 等 の デ ー タ ベ ー ス の 整 備  
上 記 の 空 家 等 の 調 査 に よ る 、空 家 等 の 現 状 、所 在 、所 有 者・管

理 者 及 び 特 定 空 家 等 に 対 す る 措 置 等 の 情 報 を デ ー タ ベ ー ス 化 し 、
継 続 的 に 情 報 を 更 新 を 行 い 、こ の 情 報 を 基 に 対 策 の 推 進 を 行 い ま
す 。  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

２ ʷ ２  空 家 等 の 発 生 抑 制  
空 家 等 の 所 有 者 等 に 対 し 、適 正 に 管 理 を 行 う 責 務 が あ る と の 認 識

が 醸 成 さ れ る よ う 、適 正 管 理 の 必 要 性 や 方 法 等 に つ い て リ ー フ レ ッ
ト の 配 布 や ホ ー ム ペ ー ジ・広 報 へ の 掲 載 等 で 情 報 提 供 を 行 う と と も
に 、個 別 に 適 正 管 理 等 に 対 す る 助 言 及 び 問 題 が あ る 場 合 の 解 決 方 法
に 関 す る 情 報 提 供 を 行 い 、空 家 等 の 発 生 の 抑 制 及 び 適 正 管 理 の 促 進
に 努 め ま す 。  

 
 
 

実 態 把 握 か ら デ ー タ ベ ー ス 整 備 ・ 対 策 フ ロ ー  

現 地 調 査  

市 民 、 自 治 会  
等 か ら の 情 報  

定 期 調 査  

所 有 者 ・ 管 理 者 等 調 査  

デ ー タ ベ ー ス 化  

空 家 対 策  

適 正 管 理 に 関 す る 助 言 ・ 指 導  

利 活 用 の 促 進  
（ 空 家 バ ン ク へ の 物 件 登 録 ）  

特 定 空 家 等 に 対 す る 措 置  
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２ ʷ ３  空 家 等 の 利 活 用  
（ １ ） 空 家 バ ン ク の 活 用  

利 活 用 可 能 な 空 家 等 に つ い て 、空 家 バ ン ク へ の 物 件 登 録 を 促 す
こ と に よ り 、 売 却 ・ 賃 貸 に よ る 利 活 用 の 促 進 に 努 め ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ ２ ）移 住・定 住 促 進 事 業 に よ る 空 家 バ ン ク リ フ ォ ー ム 費 用 の 補 助  
空 き 家 を 有 効 活 用 し 、移 住 及 び 定 住 の 促 進 に よ る 地 域 の 活 性 化

を 図 る た め 、空 家 バ ン ク に 登 録 し て い る 物 件 を 購 入 、又 は 賃 貸 し
た 方 に 対 し 、予 算 の 範 囲 内 で リ フ ォ ー ム 費 用 に つ い て 補 助 金 を 交
付 し ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空 家 バ ン ク の 仕 組 み  
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※ 備 品 購 入 や 併 用 住 宅 に お け る 個 人 住 宅 部 分 以 外 の リ フ ォ ー

ム は 対 象 と な り ま せ ん 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補 助 対 象 者  

補 助 対 象 経 費  

○ 富 津 市 空 家 バ ン ク に 登 録 さ れ た 空 き
家 を 購 入 し 、 又 は 賃 貸 し た 方  

○ 空 き 家 に 係 る 売 買 契 約 日 又 は 賃 貸 借 契
約 日 か ら 1 年 を 経 過 し て い な い こ と  

○ リ フ ォ ー ム が 年 度 内 （ 3 月 31 日 ） に
完 了 す る こ と  

○ 空 き 家 の リ フ ォ ー ム に 係 る 他 の 補 助 金
の 交 付 を 受 け て い な い こ と  

○ 過 去 に 本 補 助 金 を 受 け て い な い こ と  
○ 本 市 に 係 る 市 税 等 の 滞 納 が な い こ と  
○ 富 津 市 暴 力 団 排 除 条 例 に 規 定 す る 暴 力

団 員 等 で な い こ と  

○ 屋 根 及 び 外 壁 並 び に 内 装 、 建 具 、 浴
室 、 ト イ レ 及 び 台 所 、 門 、 塀 等 の 外
構 倉 庫 、 車 庫 等 の リ フ ォ ー ム に 係 る
経 費  

○ バ リ ア フ リ ー リ フ ォ ー ム に 係 る 経 費  
○ オ ー ル 電 化 リ フ ォ ー ム に 係 る 経 費  
○ そ の 他 市 ⾧ が 適 当 と 認 め る 経 費  

空 家 バ ン ク リ フ ォ ー ム 補 助 金 の 概 要  

補 助 対 象 経 費 の 2 分 の 1 以 内  
（ 上 限 額 50 万 円 ）  

補 助 金 額  



- 12 - 

 

２ ʷ ４  特 定 空 家 等 に 対 す る 措 置  
（ １ ） 特 定 空 家 等 の 法 に 基 づ く 措 置  

法 に 基 づ き 、以 下 の 手 順 に よ り 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と で 、特
定 空 家 等 の 除 却 等 の 推 進 に 努 め ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特 定 空 家 等 の 法 に 基 づ く 措 置 手 順  

空 家 と 推 定 さ れ る  
建 築 物 等 に 関 す る  
市 民 、 自 治 会 等 か  
ら 情 報 提 供  

○ 現 地 外 観 調 査  
(必 要 に 応 じ て 立 入 調 査 ) 

 
○ 所 有 者 等 の 調 査  

軽 微 な 緊 急 措 置  

緊 急 を 要 す る 場 合  
     （ 条 9）  

空 家 等 の 適 正 管 理 促 進 の  
た め の 情 報 提 供 、 助 言 等  

（ 法 12）  

（ 法 9、 10）  

特 定 空 家 等 の 認 定  

適 正 管 理 の 助 言 ・ 指 導  

（ 法 14.1）  

勧   告  

（ 法 14.2）  

所 有 者 の 申 出 に  
基 づ く 代 行 措 置  

命 令 ・ 公 示  

（ 法 14.3、 11）  

行 政 代 執 行  

（ 法 14.9）  

空  
家  
等  
対  
策  
協  
議  
会  

必
要
に
応
じ
て
協
議 
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（ ２ ） 特 定 空 家 等 の 判 断 基 準  
特 定 空 家 等 の 判 定 に つ い て は 、国 に よ り 、特 定 空 家 等 の 判 断 の

参 考 と な る 基 準 を 示 す 特 定 空 家 ガ イ ド ラ イ ン が 公 表 さ れ て い ま
す が 、千 葉 県 に お い て 、さ ら に 具 体 的 な 基 準 を 示 す「 特 定 空 家 等
判 断 の た め の 手 引 き に つ い て 」（ 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ）が 作 成 さ れ て
い ま す 。  

本 市 で は 、こ の 千 葉 県 が 策 定 し た 手 引 き に 準 拠 し 、特 定 空 家 に
該 当 す る か 否 か を 判 断 す る こ と と し て い ま す 。  

 
 
 

 
○ 特 定 空 家 等 の 考 え 方 に つ い て  
（ 1）周 辺（ 敷 地 外 ）の 建 築 物 や 、通 行 人 等 へ 悪 影 響 を 既 に 及 ぼ し て い る 、又 は

及 ぶ す 可 能 性 が 高 い も の を 優 先 的 に 特 定 空 家 等 候 補 と 判 断 し 、 逆 に 山 間
部 等 に あ り 、 周 辺 に 悪 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が 極 め て 低 い 空 家 等 は 、 判 断
の 優 先 度 が 下 が る も の と し た 。  

（ 2） 地 域 特 性 に よ り 、 別 に 優 先 度 を 考 慮 す る 必 要 が あ る 場 合 等 は 、 市 町 村 ご
と の 地 域 の 実 情 に 応 じ て 対 応 す る 。  

（ 3）景 観 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、市 町 村 ご と の 景 観 計 画 等 に 照 ら し 合 わ せ 、
適 宜 判 断 す る 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千 葉 県 特 定 空 家 等 判 断 の た め の 手 引 き に つ い て （ 概 要 ）  
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○ 判 定 方 法  
 ３ つ の 判 定 表 を 利 用 し 、 特 定 空 家 等 候 補 の 判 定 を 行 う 。  

【 判 定 表 ① 】 （ ガ イ ド ラ イ ン 別 紙 １ ）  
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態」 

建物の倒壊等の損傷等の程度と、その悪影響が及ぶ範囲に応じて評価 
 

【 判 定 表 ➁ 】 （ ガ イ ド ラ イ ン 別 紙 ２ 、 ４ ）  
「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」 
「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」 

動物や臭気の発生や立木等の倒壊などの状態、その悪影響が及ぶ範囲に
応じて評価 
 

【 判 定 表 ③ 】 （ ガ イ ド ラ イ ン 別 紙 ３ ）  
「適切な管理が行われていない事により著しく景観を損なっている状態」 

市町村毎の景観計画等に照らし合わせて、適宜評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

組
み
合
わ
せ
て
判
断 

 

単
独
で
判
断 
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４  空 家 等 に 関す る 相 談へ の 対 応 

 
空 家 等 に 関 す る 相 談 に つ い て は 、 空 家 等 の 利 活 用 に 関 す る 内 容 は 、

総 務 部 企 画 課 移 住 定 住 推 進 室 が 、危 険 空 家 等 に 関 す る 内 容 は 、建 設 経
済 部 都 市 政 策 課 が 窓 口 と な り ま す 。  

ま た 、 相 談 内 容 が 、 相 談 を 受 け た 部 署 以 外 の 所 管 で あ る 場 合 に は 、
窓 口 と な っ た 部 署 よ り 担 当 課 に 情 報 提 供 を 行 い 、対 応 に つ い て 回 答 し
ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相  談  窓  口  

空 家 の 利 活 用 等 に つ い て  
 
 

総 務 部 企 画 課 移 住 定 住 推 進 室  
 

TEL0439ʷ 32ʷ 1067 

○ 空 家 バ ン ク に 関 す る 事 項  
○ 空 家 バ ン ク リ ォ ー ム 補 助 に  

関 す る 事  
○ 移 住 定 住 に 関 す る 事 項  
○ 空 家 等 の 利 活 用 に 関 す る 事 項  

危 険 空 家 等 に つ い て  
 
 

建 設 経 済 部 都 市 政 策 課  
 

TEL0439ʷ 80ʷ 1297 

○ 空 家 等 の 維 持 管 理 関 す る  
事 項  

○ 除 却 等 改 善 に 関 す る 事 項  
○ 特 定 空 家 等 に 関 す る 事 項  


